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第１ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関 

１ 指定介護機関について 

 市長の指定を受けて、現に生活保護を受けている者（被保護者）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者

（被支援者）の介護を担当する介護機関を「生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下「生活保護法等」という。）に

よる指定介護機関」といいます。この指定は介護機関の申請に基づいて行われますが、事業所ごとに次の基

準により指定介護機関の指定を行います。 

 ≪指定介護機関の基準≫ 

（１） 介護保険法第 41 条第 1 項本文、第 42 条の２第 1 項、第 46 条第 1 項、第 53 条第 1 項本文、第 54 条

の２第 1 項本文若しくは第 58 条第 1 項の規定による指定又は同法第 94 条第 1 項の規定による許可を

受けているもの。 

（２） 生活保護法第54条の２第４項において準用する法第 49条の２第２項第２号から第９号までのいずれに

も該当しないもの。 

（３） 介護扶助及び介護支援給付に基づく介護等について理解を有していると認められるもの。 

 

２ 指定申請手続きについて 

 生活保護法等指定介護機関指定申請書に所定事項を記載し、盛岡市福祉事務所生活福祉第一課に提出してくだ

さい。 申請書用紙は、盛岡市福祉事務所生活福祉第一課に備えてあります。 

 なお、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームは、介護保険法の介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人

福祉施設の指定があったときに、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。これを「みな

し指定」といいます。したがって、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人保健施設については、指定介護機

関の指定申請は不要です。 

 平成 26 年 7 月 1 日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所は、同時に指定介護機関の指定を受けたもの

とみなされますので、申請は不要です。ただし、指定介護機関の「指定を不要とする旨申出書」を提出した場合

は、この限りではありません。 

 

３ 指定通知について 

 市長は、介護機関を指定した場合には、その旨を「盛岡市公告板」で告示するとともに、指定について申請者

に通知します。 

 なお、新たに指定申請中の介護機関にあっては、指定決定の連絡を待って被保護者に対する介護サービスの提

供等を始めるようにしてください。 

 

４ 各種届出について 

 指定介護機関は、指定介護機関届出一覧表（P.2）に定める事実が生じたときは、介護保険法による届出のほ

かに、生活保護法による届出も必要となりますので、速やかに提出を行ってください。 

 届出書の提出先や届出の受理等については、指定申請手続きと同様です。 
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指定介護機関申請届出一覧表 

届 出 を 要 す る 事 項 
指
定
申
請

書
・
誓
約
書 

廃 

止 

届 

変 

更 

届 

休 

止 

届 

そ 

の 

他 

⑴ 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設（注１）、介護老人保健施設、居宅

介護を行う者、居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事

業として介護予防を行う者、地域包括支援センター又は特定介護予防福祉用具販売

事業者が新たに生活保護法等による指定を受ける場合 

（※） 

○     

⑵ 

既
に
指
定
介
護
機
関
で
あ
る
場
合 

・指定介護機関が現に指定を受けている事業とは別の事業を行おうとする場

合 例．訪問介護を行っていた事業所が、現に行っている事業に加えて、

通所介護を行おうとする場合（※） 

○     

・事業者（開設者）が変更した場合（注２） 例．Ａ法人がＢ法人に吸収合併さ

れ、Ａ法人の事業所をＢ法人が引き継ぐ場合 

（Ａ法人からの廃止届、Ｂ法人からの指定申請）（※） 

○ ○    

・指定介護機関（事業所（施設））の所在地の変更   ○   

・指定介護機関（事業所（施設））の名称の変更    ○   

・指定介護機関の事業者（開設者）の主たる事務所の所在地の変更 

  
  ○   

・指定介護機関の事業者（開設者）の名称の変更    ○   

・指定介護機関の開設者が死亡、あるいは失踪の宣告を受けた場合 

（※） 

・指定介護機関の開設者が業務を廃止した場合（※） 

 ○    

・一時的に休止する場合     ○  

・休止した介護機関を再開したとき      再開届 

・介護保険法による指定の取消し処分を受けたとき（※）     処分届 

・指定介護機関の指定を辞退しようとするとき （注３） 

ただし、30日以上の横期間が必要となります 
    辞退届 

備考  医療機関が居宅介護等を行っている場合で、名称・所在地の変更に伴い、医療機関コードが変更となり、併せ

て介護保険事業者番号も変更となる場合は、変更届ではなく廃止届及び指定申請を提出してください。 

上記（※）の届出は、平成26年７月１日以降に介護保険法の指定を受け、生活保護法等の指定介護機関とみな

された介護機関の場合は不要です。 

 

 
（注１） 特別養護老人ホームについて、介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設
の指定があった場合には、指定介護機関の指定があったものとみなされますので、指定申請は不要です。 

（注２） 介護保険事業者番号が変わらない場合は原則として変更届を提出ください。ただし、法人Ａと法人Ｂが合併
して法人Ｃとなる場合、合併に伴う債権債務の承継や保険給付手続等に問題が生じる恐れがない場合には、事業者の
希望に応じ、従前の番号の使用が認められることがあります。このような場合、法人Ｃの行う事業に対して新規指定
が必要となりますので、法人Ａ及び法人Ｂからの廃止届と法人Ｃから新規申請の書類を提出してください。 

（注３） 地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設は、指定介護機関の指定を辞退することはできません。
ただし、介護保険法の規定により指定を辞退したときは、生活保護法等による指定の効力も失うこととなります。 
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第２ 指定介護機関の業務 

 

１ 介護担当について 

厚生労働大臣の定めた「指定介護機関介護担当規定」（P.22 参照）に従い、懇切丁寧に被保護者の介護にあ

たらなければなりません。 

 

２ 介護報酬について 

（１） 介護に対する報酬は、生活保護法等による介護の報酬の規定（生活保護法第 54 条の２第４項にお

いて準用する同法第 52 条第１項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項においてその例によることとされる

生活保護法の規定を含む）に基づき、介護保険の例による所定の請求手続きにより請求してくださ

い。 

（２） 介護サービスの内容及び介護の報酬の請求について、市長の審査を受けなければなりません。 

（３） 市長の行う介護報酬額の決定に従わなければなりません。 

 

３ 指導等について 

（１） 被保護者の介護について、市長の行う指導に従わなければなりません。 

（２） 厚生労働大臣又は市長が介護サービスの内容及び介護の報酬請求の適否を調査する必要があるときは、

必要と認める事項の報告命令に従わなければなりません。 

（３） 厚生労働大臣又は市長が必要と認めた場合、当該官吏または当該吏員に行わせる立入検査を受けなけれ

ばなりません。 
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第３ 介護扶助の内容 

 

１ 範囲 

（１） 居宅介護（居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。） 

（２） 福祉用具 

（３） 住宅改修 

（４） 施設介護 

（５） 介護予防（介護予防支援計画に基づき行うものに限る。） 

（６） 介護予防福祉用具 

（７） 介護予防住宅改修 

（８） 移送 

居宅介護                   介護予防 

① 訪問介護                 ①護予防訪問介護 

② 訪問入浴介護               ②護予防訪問入浴介護 

③ 訪問看護                 ③介護予防訪問看護 

④ 訪問リハビリテーション          ④介護予防訪問リハビリテーション 

⑤ 居宅療養管理指導             ⑤介護予防居宅療養管理指導 

⑥ 通所介護                 ⑥介護予防通所介護 

⑦ 通所リハビリテーション          ⑦介護予防通所リハビリテーション 

⑧ 短期入所生活介護             ⑧護予防短期入所生活介護 

⑨ 短期入所療養介護             ⑨介護予防短期入所療養介護 

⑩ 特定施設入居者生活介護          ⑩介護予防特定施設入居者生活介護 

⑪ 福祉用具貸与               ⑪護予防福祉用具貸与 

⑫ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護     ⑫介護予防認知症対応型通所介護  

⑬ 夜間対応型訪問介護            ⑬介護予防小規模多機能型居宅介護 

⑭ 認知症対応型通所介護           ⑭介護予防認知症対応型共同生活介護 

⑮小規模多機能型居宅介護            

⑯認知症対応型共同生活介護           

⑰地域密着型特定施設入居者生活介護       

⑱複合型サービス 

２ 介護の方針及び介護の報酬 

介護の方針及び介護の報酬は、介護保険の例によることになっています。 
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第４ 介護扶助の実施方式 

 

１ 一般介護の給付 

（１） 介護保険の被保険者である被保護者等における取扱い 

取扱い上の留意点は次のとおりです。 

ア 被保護者等は、介護保険法による要介護認定を受け、要介護度に応じた介護給付を受けます。 

イ 介護扶助若しくは介護支援給付が決定されたときは、被保護者等の属する市福祉事務所または振興

局（以下「市福祉事務所等」という。）から介護券が送付されます。 

ウ 居宅介護及び介護予防に係る介護扶助等の程度は、介護保険法に定める区分支給限度額の範囲内と

なります。 

○事務手続きの流れ参考図（介護保険の被保険者である被保護者の場合）

市福祉事務所
国 民 健 康 保 険
団 体 連 合 会

指定介護機関 要保護者

③
申

請

⑥介護給付

⑦
介
護
報
酬
の
請
求

⑩
介
護
報
酬
支
払

⑨介護報酬支払委託

⑧介護報酬審査
⑪審査済介護給付費
公費別受給者一覧表

④介護券送付

⑤受領書返送

市
（介護高齢福祉課）

①
要
介
護
認
定
申

②
要
介
護
認
定
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（２） 介護保険の被保険者でない被保護者等における取扱い 

取扱い上の留意点は次のとおりです。 

要介護認定については、市福祉事務所等が介護認定審査会に審査判定を委託して行います。 

○事務手続きの流れ参考図（介護保険の被保険者でない被保護者の場合）

市福祉事務所
国 民 健 康 保 険
団 体 連 合 会

指定介護機関 要保護者

①
申

請

⑥介護給付

⑦
介
護
報
酬
の
請
求

⑩
介
護
報
酬
支
払

⑨介護報酬支払委託

⑧介護報酬審査
⑪審査済介護給付費
公費別受給者一覧表

④介護券送付

⑤受領書返送

市
（介護高齢福祉課）

③
要
介
護
認
定

②要介護状態
審査判定委託
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（３）介護扶助、介護支援給付継続の場合 

介護扶助若しくは介護支援給付を受けている者が継続して介護を必要とする場合の取扱い上の留意点は

次のとおりです。 

要介護認定期間が満了する前に要介護認定を受け、介護給付の継続について検討します。 

 

（４） 介護給付費請求上の留意点 

ア 市福祉事務所等の発行した介護券が送付されてから介護給付費請求書により請求してください。 

イ 介護券には認定有効期間が記入されていますので、有効期間内であることを確認のうえ請求してくだ

さい。 

ウ 介護券の受給者番号は毎月変わりますので，サービス提供月の介護券の受給者番号を転記し、請求し

てください。 

  エ 介護券の内容に誤りがあるときは、必ず市福祉事務所等に連絡して訂正を受けてください。介護券に記

載された本人支払額は、被保護者から直接徴収してください。 

２ 福祉用具の給付 

（１） 福祉用具の種類は、厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目

又は特定介護予防福祉用具購入等に係る特定介護予防福祉用具の種目に規定する種類の福祉用具です。 

（２） 介護保険の被保険者以外のものについては、身体障害者福祉法や知的障害者福祉法による補装具の支給

または日常生活用具の給付を受けることができない場合に限られます。 

（３） 購入費用については、被保護者から徴収してください。 

（４） くわしくは、事前に市福祉事務所等へお問い合わせください。 

 

３ 住宅改修 

（１） 住宅改修の範囲は、厚生労働大臣の定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類に規定す

る種類の住宅改修です。 

（２） 改修費用については、被保護者から徴収してください。 

（３） くわしくは、市福祉事務所等へお問い合わせください。 

 

４ 移送の給付 

移送費は、次のような場合に最小限度の実費を支給します。 

 ア 要保護者の居宅が介護サービス事業者の通常の事業の実施地域以外にある場合で、近隣に   

  適当な事業者がない等、真にやむを得ないと認められる場合に限り生じるサービスの利用に   

  伴う交通費又は送迎費 

   問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテ   

   ーション福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知 

   症対応型訪問介護及び小規模多機能型居宅介護、複合型サービス（介護予防がある場合は  

   そのサービスを含む。） 

イ 短期入所生活介護及び短期入所療養介護（介護予防を含む）の利用に伴う送迎費 

ウ 居宅療養管理指導（介護予防含む）のための交通費 

エ 居宅から介護施設への入所、退所に伴う移送のための交通費 
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第５ 生活保護制度のあらまし 

 

 生活保護制度とは、日本国憲法第25条の規定（すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有

する。）に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その

最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とします。 

 このような目的を達成するため、生活保護法は、次のような基本原理・原則によってささえられています。 

 

基 本 原 理 ・ 原 則 説                 明 

基 
 

本 
 

原 
 

理 

国家責任の原理 

（法第１条） 

生活に困窮するすべての国民の保護を、国がその直接の責任

において実施することとされています。 

無差別平等の原理 

（法第２条） 

 すべての国民は、法に定める要件を満たす限り、法による保

護を、無差別平等に受けることができるとされています。 

最低生活保障の原理 

（法第３条） 

 この制度によって保障される必要限度の生活は、健康で文化

的な生活水準を維持できるものでなければならないとされてい

ます。 

補 足 性 の 原 理 

（法第４条） 

 保護を受けるためには、各自がその持てる能力に応じて最善

の努力をすることが先決であり、資産、能力、扶養その他あら

ゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを

要件として行われます。 

 又、国民健康保険を除き、各種医療保険及び公費負担医療等

の制度は、生活保護に優先して適用されます。 

基 
 

本 
 

原 
 

則 

申請保護の原則 

（法第７条） 

 保護は本人などの申請によってはじめて開始されます。これ

は、国民の権利と国の義務と基本的性格によるもので、申請で

きる者の範囲は、本人、その者の扶養義務者又はその者と同居

している親族に限られています。 

基準及び程度の原則 

（法第８条） 

 厚生労働大臣の定める保護の基準により最低生活費を計算

し、これとその者の収入とを比較してみて、その者の収入だけ

では最低生活費に足りないとき、その不足分を補う程度におい

て行われます。 

必要即応の原則 

（法第９条） 

 保護は、年齢、性別、健康状態など個人や世帯の実際の必要

に応じて、有効かつ適正に行われます。 

世帯単位の原則 

（法第10条） 

 保護の要否及び程度の決定は世帯を単位として行われます。 
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             第６ 生活保護法関係法令告示 
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生活保護法（昭和25年5月4日号外法律第144号） （抜粋） 

 

（種類） 

第11条 保護の種類は、次のとおりとする。 

１ 生活扶助 

２ 教育扶助 

３ 住宅扶助 

４ 医療扶助 

５ 介護扶助 

６ 出産扶助 

７ 生業扶助 

８ 葬祭扶助 

② 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 

（介護扶助） 

第15条の２ 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者（介護保険法（平成９

年法律第 123号）第７条第３項に規定する要介護者をいう。第３項において同じ。）に対して、第１号から第４

号まで及び第８号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない

要支援者（同条第４項に規定する要支援者をいう。第６項において同じ。）に対して、第５号から第８号までに

掲げる事項の範囲内において行われる。 

１ 居宅介護（居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。） 

２ 福祉用具 

３ 住宅改修 

４ 施設介護 

５ 介護予防（介護予防支援計画に基づき行うものに限る。） 

６ 介護予防福祉用具 

７ 介護予防住宅改修 

８ 移送 

② 前項第１号に規定する居宅介護とは、介護保険法第８条第２項に規定する訪問介護、同条第３項に規定する訪

問入浴介護、同条第４項に規定する訪問看護、同条第５項に規定する訪問リハビリテーション、同条第６項に規

定する居宅療養管理指導、同条第７項に規定する通所介護、同条第８項に規定する通所リハビリテーション、同

条第９項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護、同条第 11項に規定する特定

施設入居者生活介護、同条第 12項に規定する福祉用具貸与、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問

介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第 17項に規定する認知症対応型通所介護、同条第

18項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第20項に

規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第22項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当す

るサービスをいう。 

③ 第１項第１号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅にお

いて日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス（以下この項において「居宅介護等」とい

う。）の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等

を定める計画をいう。 
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④ 第１項第４号に規定する施設介護とは、介護保険法第８条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護、同条第26項に規定する介護福祉施設サービス及び同条第27項に規定する介護保健施設サービス

をいう。 

⑤ 第１項第５号に規定する介護予防とは、介護保険法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護、同条第３

項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第４項に規定する介護予防訪問看護、同条第５項に規定する介護予防

訪問リハビリテーション、同条第６項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第７項に規定する介護予防通

所介護、同条第８項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第９項に規定する介護予防短期入所生活

介護、同条第10項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活

介護、同条第12項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、

同条第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第17項に規定する介護予防認知症対応型共同

生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。 

⑥ 第１項第５号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又

は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部につい

て常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及

び福祉サービス（以下この項において「介護予防等」という。）の適切な利用等をすることができるようにする

ための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第 115条の46第

１項に規定する地域包括支援センターの職員のうち同法第８条の２第18項の厚生労働省令で定める者が作成し

たものをいう 

（医療扶助の方法） 

第34条 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによるこ

とが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 

② 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49

条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。 

③ 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品（医薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律第145号）第14条又は第19

条の２の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第14条の４第１項各号に掲げる医薬品と有効

成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるもの

をいう。以下この項において同じ。）を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能

な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。 

④ 第２項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和 22

年法律第 217号）又は柔道整復師法（昭和 45年法律第19号）の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師又は柔道整復師（以下「施術者」という。）が行うことのできる範囲の施術については、第55条第１

項の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。 

⑤ 急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者は、第２項及び前項の規定にかかわら

ず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受け

ることができる。 

⑥ 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。 

（介護扶助の方法） 

第34条の２ 介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これに

よることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことが

できる。 
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② 前項に規定する現物給付のうち、居宅介護（第15条の２第２項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。）、

福祉用具の給付、施設介護、介護予防（同条第５項に規定する介護予防をいう。以下同じ。）及び介護予防福祉

用具の給付は、介護機関（その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画（同条第３項

に規定する居宅介護支援計画をいう。第54条の２第１項及び別表第２において同じ。）を作成する者、その事

業として介護保険法第８条第 13項に規定する特定福祉用具販売を行う者（第54条の２第１項及び別表第２にお

いて「特定福祉用具販売事業者」という。）、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設及び介護老人保

健施設、その事業として介護予防を行う者及びその事業として介護予防支援計画（第 15条の２第６項に規定す

る介護予防支援計画をいう。第 54条の２第１項及び別表第２において同じ。）を作成する者並びにその事業と

して同法第８条の２第13項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者（第54条の２第１項及び別表第２に

おいて「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。）をいう。以下同じ。）であつて、第54条の２第１項の

規定により指定を受けたもの（同条第２項本文の規定により同条第１項の指定を受けたものとみなされたものを

含む。）にこれを委託して行うものとする。 

③ 前条第５項及び第６項の規定は、介護扶助について準用する。 

 

 

（指定医療機関の義務） 

第50条 第49条の規定により指定を受けた医療機関（以下「指定医療機関」という。）は、厚生労働大臣

の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 

② 指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 

（変更の届出等） 

第50条の２ 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつた

とき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定め

るところにより、10日以内に、その旨を第49条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出な

ければならない。 

（指定の辞退及び取消し） 

第51条 指定医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 

② 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関について

は厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、

又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

一 指定医療機関が、第49条の２第２項第１号から第３号まで又は第９号のいずれかに該当するに至つた

とき。 

二 指定医療機関が、第49条の２第３項各号のいずれかに該当するに至つたとき。 

三 指定医療機関が、第50条又は次条の規定に違反したとき。 

四 指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。 

五 指定医療機関が、第54条第１項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若し

くは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

六 指定医療機関の開設者又は従業員が、第54条第１項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同

項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従事者がその行為をした場合において、そ

の行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

七 指定医療機関が、不正の手段により第49条の指定を受けたとき。 
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八 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する

法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

九 全各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をし

たとき。 

十 指定医療機関の管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき

前５年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

（診療方針及び診療報酬） 

第52条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 

② 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としな

いときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。 

（医療費の審査及び支払） 

第53条 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機

関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 

② 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。 

③ 都道府県知事は、第１項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定する

に当つては、社会保険診療報酬支払基金法（昭和23年法律第129号）に定める審査委員会又は医療に関す

る審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 

④ 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務

を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。 

⑤ 第１項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）による

不服申立てをすることができない。 

（報告等） 

第54条 都道府県知事（厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、康姓労働大臣又は都道府県

知事）は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者

若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者（以下この項において「開設者であつた者」

という。）に対して、必要と認める事項の報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは

提示を命じ、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者（開設者であつた者

等を含む。）に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該医療機関に

ついて実地に、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

② 第28条第３項及び第４項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 

（介護機関の指定等） 

第54条の２ 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老

人保健施設について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若し

くは介護老人保健施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を

作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくはその事業として介護

予防支援計画を作成する者又は特定介護予防福祉用具販売事業者について、この法律による介護扶助の

ための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護

予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。 

② 介護機関について、別表第２の上欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる指

定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみな

す。ただし、当該介護機関（地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。）が、厚生労
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働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。 

③ 前項の規定により第１項の指定を受けたものとみなされた別表第２の上欄に掲げる介護機関に係る同

項の指定は、当該介護機関が同表の下欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。 

④ 第49条の２（第２項第１号を除く。）の規定は、第１項の指定について、第50条から前条までの規定は、同

項の規定により指定を受けた介護機関（第２項本文の規定により第１項の指定を受けたものとみなされたもの

を含む。）について準用する。この場合において、第50条及び２中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機

関」と、第51条第１項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関（地域密着型介護老人福祉施設及び介護

老人福祉施設に係るものを除く。）」と、同条第２項、第52条第１項及び第53条第１項から第３項までの規定中

「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項中「社会保険診療報酬支払基金法（昭和23年法律第

129号）に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定め

る介護給付費審査委員会」と、同条第４項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、「社会保険診

療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と、前条第１項中「指

定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定め

る。 

（告示） 

第55条の３ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。 

１ 第49条、第54条の２第１項又は第55条１項の指定をしたとき。 

２ 第50条の２（第54条の２第４項及び第55条第２項において準用する場合を含む。）の規定による届

出があつたとき。 

３ 第51条第１項（第54条の２第４項及び第55条第２項において準用する場合を含む。）の規定による

第49条、第54条の２第１項又は第55条第１項の指定の辞退があつたとき。 

４ 第51条第２項（第54条の２第４項及び第55条第２項において準用する場合を含む。）の規定により

第49条、第54条の２第１項又は第55条第１項の指定を取り消したとき。 
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                 生活保護法施行令 

        （昭和25年５月20日政令第148号）（抜粋） 

 （介護扶助に関する読替え） 

第６条 法第54条の2第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 

  

 
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

 

 
第50条第1項及び第2項 医療 介護 

 

 
第51条第2項第1号 

第49条の2第2項第1号から第

3号まで 

第54条の2第4項において準用する第49

条の2第2項第2号、第3号 

 

 
第51条代2項第2号 第49条の2第3項各号 

第54条の2第4項において準用する第49

条の2第3項各号 

 

 
第51条第2項第4号 診療報酬 介護の報酬 

 

 
第51条第2項第9号及び10号 医療 介護 

 

 

第52条第1項 

診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬 
 

 
国民健康保険 介護保険 

 

 
第52条第2項 診療方針及び診療報酬 介護の方針及び介護の報酬 

 

 

第53条第1項 

診療内容及び診療報酬 介護サービスの内容及び介護の報酬 
 

 
診療報酬の額 介護の報酬の額 

 

 
第53条第3項から第5項まで 診療報酬 介護の報酬 

 

 
第54条第1項 医療扶助 介護扶助 
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生活保護法施行規則 

（昭和25年５月20日厚生省令第21号） （抜粋） 

 

 

（指定医療機関の指定の申請） 

第10条 法第49条の２第１項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又

は薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該病院若しくは診療所又は薬局の

所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。 

１ 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 

２ 病院若しくは診療所又は薬局の管理者の氏名、生年月日及び住所 

３ 病院又は診療所にあつては、保険医療機関（健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第３項第１

号に規定する保健医療機関をいう。以下同じ。）である旨、薬局にあつては保健薬局（同号に規定す

る保健薬局をいう。以下同じ。）である旨 

４ 法第49条の２第２項第２号から第９号まで（法第49条の２第４項（法第49条の３第４項及び第54条

の２第４項において準用する場合を含む。）、第49条の３第４項、第54条の２第４項及び第55条第２

項において準用する場合を含む。）に該当しないことを誓約する書面（以下「誓約書」という。） 

５ その他必要な事項 

② 法第49条の２第４項において準用する同条第１項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとす

る病院若しくは診療所（生活保護法施行例（昭和25年政令第148号）第４条各号に掲げるものを含む。第

１号及び次項を除き、以下この条において同じ。）又は薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申

請書又は書類を当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地（指定訪問看護事業者等（健康保険法第88条

第１項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者

（同法第８条第４項に規定する訪問看護を行う者に限る。）若しくは同法第53条第１項に規定する指定

介護予防サービス事業者（同法８条の２第４項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。）をいう。

以下同じ。）にあつては、当該申請に係る訪問看護訪問看護ステーション等（指定訪問看護事業者等が

当該指定に係る訪問看護事業（以下「指定訪問看護事業」という。）又は当該指定に係る居宅サービス

事業（以下「指定居宅サービス事業」という。）若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業（以下

「指定介護予防サービス事業」という。）を行う事業所をいう。以下同じ。）の所在地。第４項及び第

11条において同じ。）を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 

 １ 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その名称及び所在地 

 ２ 指定訪問看護事業者等にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに訪問看護ステーショ

ン等の名称及び所在地 

 ３ 病院若しくは診療所又は薬局の開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称 

 ４ 病院若しくは診療所又は薬局の管理者の氏名、生年月日及び住所 

 ５ 病院又は診療所にあつては保険医療機関である旨、薬局にあつては保健薬局である旨、指定訪問看

護事業者等にあつては指定訪問看護事業者等である旨 

 ６ 誓約書 

 ７ その他必要な事項 

③ 法第49条の３第１項の規定に基づき指定医療機関の指定の更新を受けようとする国の開設した病院若

しくは診療所又は薬局の開設者は、第１項各号（第４号を除く。）に掲げる事項及び次に掲げる事項を

記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生
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局長に提出しなければならない。 

 １ 現に受けている指定の有効期間満了日 

 ２ 誓約書 

④ 法第49条の３第１項の規定に基づき指定医療機関の指定を更新受けようとする病院若しくは診療所又

は薬局の開設者（前項に規定するものを除く。）は、第２項各号（第６号を除く。）に掲げる事項及び

次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を

管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 

 １ 現に受けている指定の有効期間満了日 

 ２ 誓約書 

 （法第49条の２第２項第４号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこ

ととすることが相当であると認められるもの） 

第10条の２ 法第49条の２第２項第４号（同条第４項（法第49条の３第４項及び第54条の２第４項におい

て準用する場合を含む。）、第49条の３第４項及び法第54条の２第４項において準用する場合を含

む。）に規定にする厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととするこ

とが相当であると認められるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第54条第１項（第54条の２第

４項において準用する場合を含む。）その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取

消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が

有していた責任の程度を確認した結果、当該開設者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組

織的に関与していると認められない場合に係るものとする。 

 （指定介護機関の指定の申請） 

第10条の６ 法第54条の２第４項において準用する第49条の２第１項の規定により指定介護機関の指定を

受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の開設者は、次

に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなけれ

ばならない。 

１ 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の施設の種類並びに名称所

在地 

２ 居地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の管理者の氏名、生年月

日及び住所 

３ 当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設が、介護保

険法第42条の２項第１項若しくは第48条第１項第１号の指定又は同法第94条第１項の許可を受けてい

る場合は、その旨 

４ 誓約書 

５ その他必要な事項 

② 法第54条の２第４項において準用する第49条の２第４項において準用する同条第１項の規定により指

定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を

当該介護機関の所在地（その事業として居宅介護を行う者「以下「居宅介護事業者」という。」にあつ

ては当該申請に係る居宅介護事業（居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。）を行う事業所（以下「居

宅介護事業所」という。）の所在地，その事業として居宅介護支援計画を作成する者（以下「居宅介護

支援事業者」という。）にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業（居宅介護支援計画を作成する事

業をいう。以下同じ。）を行う事業所（以下「居宅介護支援事業所」という。）の所在地，特定福祉用

具販売事業者（法第34条の２第２項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。）にあつて
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は、当該申請に係る特定福祉用具販売事業（介護保険法第８条第13項に規定する特定福祉用具販売を行

う事業をいう。以下同じ。）を行う事業所（以下「特定福祉用具販売事業所」という。）の所在地、そ

の事業として介護予防を行う者（以下「介護予防事業者」という。）にあつては当該申請に係る介護予

防事業（介護予防を行う事業をいう。以下同じ。）を行う事業所（以下「介護予防事業所」という。）

の所在地、その事業として法第15条の２第６項に規定する介護予防支援計画を作成する者（以下「介護

予防支援事業者」という。以下同じ。）にあつては当該申請に係る介護予防支援事業（介護予防支援計

画を作成する事業をいう。以下同じ。）を行う事業所（以下「介護予防支援事業所」という。）の所在

地，特定介護予防福祉用具販売事業者（法第34条の２第２項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業

者をいう。以下同じ。）にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業（介護保険法第８条

の２第13項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。）を行う事業所（以下

「特定介護予防副塩用具販売事業所」という。）の所在地（次条において同じ。））を管轄する都道府

県知事に提出しなければならない。 

 １ 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設にあつては、当該施設の種

類並びに名称及び所在地 

 ２ 介護機関の開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称 

 ３ 介護機関の管理者の氏名、生年月日及び住所 

 ４ 居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援

事業者又は特定介護予防福祉用具販売事業者にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地、当該

申請に係る事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該申請に係る事業所において行う事業の種類 

 ５ 当該申請に係る介護機関が、介護保険法第41条第１項、第42条の２第１項、第46条第１項、第48条

第１項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項若しくは第58条第１項の指定又は同法第94条第１項

の許可を受けている場合は、その旨 

 ６ 誓約書 

 ７ その他必要な事項 

第10条の７ 法第54条の２第２項ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書

を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事（国の開設した介護老人保健施設にあつては、当該

施設の所在地を管轄する地方厚生局長）に提出することにより行うものとする。 

 １ 介護機関の名称及び所在地 

 ２ 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所 

 ３ 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類 

 ４ 法第54条の２第２項本文に係る指定を不要とする旨 

（保護の実施機関の意見聴取） 

第11条 法第49条、第54条の２第１項若しくは第55条第１項又は第49条の３第１項の規定により都道府県

知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関の指定又は指定医療機関

の指定の更新をするに当たつては、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局、介護機関又は助産師

若しくは施術者の所在地又は住所地（指定訪問看護事業者等にあつては第10条第２項の申請に係る訪問

看護ステーション等の所在地又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介

護予防事業者、介護予防支援事業者若しくは特定介護予防福祉用具販売事業者にあつては第10条の６第

２項の申請に係る居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、

介護予防支援事業所若しくは特定介護予防福祉用具販売事業所の所在地）の保護の実施機関の意見を聴

くことができる。 
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（指定の告示） 

第12条 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第55条の３（同条第１号の場合に限る。）の規定により告示

する事項は、次に掲げる事項とする。 

１ 指定年月日 

２ 病院、診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設若しくは介護老人保健施設にあつてはその名称及び所在地 

３ 指定訪問看護事業者等又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護

予防事業者、介護予防支援事業者若しくは特定介護予防福祉用具販売事業者にあつてはその名称及び

主たる事務所の所在地並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は居宅介護事業所、居宅介護

支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所若しくは特定介護予防

福祉用具販売事業所の名称及び所在地 

４ 助産師又は施術者にあつてはその氏名及び住所（助産所又は施術所を開設している助産師又は施術

者にあつてはその氏名並びに助産所又は施術所の名称及び所在地） 

（標示） 

第13条 指定医療機関、指定介護機関又は指定助産師機関若しくは指定施術機関は、様式第３号の標示を、

その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。 

（変更等の届出） 

第14条 法第50条のに２（法第 54条の２第４項及び第 55条第２項において準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。）に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第49条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であ

つて、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局にあつては第10条第１項各号（第４号を除く。）に掲げる事

項とし、それ以外の病院若しくは診療所（生活保護法施行令第４条各号に掲げるものを含む。）又は薬局にあつ

ては同条第２項各号（第６号を除く。）に掲げる事項とし、法第54条の２第１項の指定介護機関の指定を受け

た介護機関であつて、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設にあ

つては第10条の６第１項各号（第４号を除く。）に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあつては同条第２

項各号（第６号を除く。）に掲げる事項とし、法第55条第１項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受け

た助産師又は施術者にあつては第10条の８第１項第１号及び第３号に掲げる事項（次項において「届出事項」

という。）とする。 

② 法第 50 条の２の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。 

１ 届出事項に変更があつたときは、変更があつた事項及びその年月日 

２ 事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その旨及びその年月日 

３ 指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関（以下「指定医療機関等」という。）は、医療

法（昭和 23年法律第205号）第 24四条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、薬事法第72条第４項

若しくは第75条第１項、医師法（昭和 23年法律第201号）第７条第１項若しくは第２項、歯科医師法（昭和

23年法律第202号）第７条第１項若しくは第２項、介護保険法第 77条第１項、第78条の10第１項、第84条

第1項、第92条第1項、第101条、第102条、第103条第3項、第104条第1項、第 114条第1項、第115条

の9第１項、第115条の19第１項、第115条の29第１項若しくは第115条の35第６項、保健師助産師看護師

法（昭和 23年法律第203号）第 14条第１項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭

和22年法律第217号）第９条第１項若しくは第11条第２項又は柔道整復師法（昭和 45年法律第19号）第８条

第１項若しくは第22条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、10日以内に、法第49

条、第54条の２第１項又は第 55条第１項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならな

い。 
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（変更等の告示） 

第14条の２ 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第55条の３（第２号の場合に限る。）の規定により告示する事

項は、第12条第２号から第４号までに掲げる事項とする。 

（指定の辞退） 

第15条 法第51条第１項（法第 54条の２第４項及び第55条第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

る指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第 49条、第54条の２第１項又は第55条第１項の指定をした地

方厚生局長又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。 

（辞退等に関する告示） 

第16条 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第 55条の３（第３号及び第４号の場合に限る。）の規定により告示

する事項は、第12条第２号から第４号までに掲げる事項とする。 

（介護の報酬の請求及び支払） 

第18条 都道府県知事が法第54条の２第４項において準用する法第53条第１項の規定により介護の報酬の審査

を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求

に関する省令（平成 12年厚生省令第 20号）の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護

の報酬を請求するものとする。 

２ 前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知

事が介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報

酬を支払うものとする。 

（中核市の特例） 

第25条 生活保護法施行令第10条の２第２項の規定により、地方自治法第252条の22第１項の中核市（以下

「中核市」という。）が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第６条中「都道府県知事」とあるの

は「中核市の市長」と、第７条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるの

は「中核市の市長」と、第10条（第２項及び第４項に限る。）、第 10条の６（第２項に限る。）から第12条

まで及び第14条（第３項に限る。）から第18条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と

読み替えるものとする。 
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○生活保護法第 54 条の２第４項において準用する同法第 52 条第２項の

規定による介護の方針及び介護の報酬 
 

平成12年4月19日 厚生省告示第214号 

改正 平成17年 厚生労働省告示第449号 

平成18年 厚生労働省告示第298号  

      平成20年 厚生労働省告示第172号 

      平成24年 厚生労働省告示第181号 

 

 

生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 54 条の２第４項において準用する同法第 52 条第

２項の規定に基づき、生活保護法第 54 条の２第４項において準用する同法第 52 条第２項の

規定による介護の方針及び介護の報酬を次のように定め、平成 12 年４月１日から適用する。 

生活保護法第 54 条の２第４項において準用する同法第 52 条第２項の規定による介護の方針

及び介護の報酬 

１ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37

号)第 127 条第３項第３号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第 145 条

第３項第３号に規定する利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

２ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成 18 年厚生労働省

令第 34 号)第 136 条第３項第３号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わな

い。 

３ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 39 号)第

９条第３項第３号に規定する入所者が選定する特別な居室の提供は、行わない。 

４ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平成 11 年厚生省令第 40

号)第 11 条第３項第３号に規定する入所者が選定する特別な療養室の提供は、行わない。 

５ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 130 条の２第１項の

規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運

営に関する基準（平成 11 年厚生省令第 41 号）第 12 条第３項第３号に規定する入院患者が

選定する特別な病室の提供は、行わない。 

６ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 35 号)第

135 条第３項第３号に規定する利用者が選定する特別な居室の提供及び同令第 190 条第３項

第３号に規定する利用者が選定する特別な療養室等の提供は、行わない。 

７ 介護保険法(平成９年法律第 123 号)第 51 条の３第１項に規定する特定入所者に対しては、

同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額又は同項第２号に規定する居住費の基準費用

額を超える費用を要する食事又は居室の提供は、行わない。 

８ 介護保険法第 51 条の３第５項に基づき特定入所者介護サービス費の支給があったものと

みなされた場合にあっては、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額又は同項第２号

に規定する居住費の負担限度額を超える額の支払を受けてはならない。 

９ 介護保険法第 61 条の３第１項に規定する特定入所者に対しては、同条第２項第１号に規

定する食費の基準費用額又は同項第２号に規定する滞在費の基準費用額を超える食事又は居

室の提供は、行わない。 

10 介護保険法第 61 条の３第５項に基づき特定入所者介護予防サービス費の支給があったも

のとみなされた場合にあっては、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額又は同項第

２号に規定する滞在費の負担限度額を超える額の支払を受けてはならない。 
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 指定介護機関介護担当規程 

 

（平成12年３月31日厚生省告示第191号） 
       

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の２第４項において準用する同法第 50 条第１項の規定により、

指定介護機関介護担当規程を次のように定め、平成12年４月１日から適用する。 

 

（指定介護機関の義務） 

第１条 指定介護機関は、生活保護法に定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、介護を必要

とする被保護者（以下「要介護者」という。）の介護を担当しなければならない。 

（提供義務） 

第２条 指定介護機関は、保護の実施機関から要介護者の介護の委託を受けたときは、当該要介護者に対する介

護サービスの提供を正当な事由がなく拒んではならない。 

（介護券） 

第３条 指定介護機関は、要介護者に対し介護サービスを提供するに当たっては、当該要介護者について発給さ

れた介護券が有効であることを確かめなければならない。 

（援助） 

第４条 指定介護機関は、要介護者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難であると認めたときは、

速やかに、要介護者が所定の手続をすることができるよう当該要介護者に対し必要な援助を与えなければなら

ない。 

（証明書等の交付） 

第５条 指定介護機関は、その介護サービスの提供中の要介護者及び保護の実施機関から生活保護法（昭和 25

年法律第 144 号）による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無償でこれを交

付しなければならない。 

（介護記録） 

第６条 指定介護機関は、要介護者に関する介護記録に、介護保険の例によって介護サービスの提供に関し必要

な事項を記載し、これを他の介護記録と区別して整備しなければならない。 

（帳簿） 

第７条 指定介護機関は、介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から５年

間保存しなければならない。 

（通知） 

第８条 指定介護機関は、要介護者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、速やか

に、意見を付して介護券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。 

１ 要介護者が正当な理由なくして、介護サービスの提供に関する指導に従わないとき。 

２ 要介護者が詐欺その他不正な手段により介護サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。 
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（参考） 広域振興局及び福祉事務所一覧表 

 

番
号 名    称 所    在    地 電話番号 ＦＡＸ番号 管 轄 区 域 

１ 
盛岡広域振興局 
保健福祉環境部 

020- 
0023 

盛岡市内丸11-1 
019(629)6580 

(内6580～6582) 
019(629)6579 

雫石町、葛巻町、岩
手町、紫波町、矢巾
町 

２ 

県南広域振興局 
保健福祉環境部 
（北上駐在） 

024- 
8520 

北上市芳町2-8 
0197(65)2732 

(内214) 
0197(65)2496 

西和賀町、金ケ崎
町、平泉町 

３ 
沿岸広域振興局 
保健福祉環境部 

026- 
0043 

釜石市新町6-50 
0193(25)2702 
(内215.219) 

0193(25)2294 住田町、大槌町 

４ 

沿岸広域振興局 
保健福祉環境部 

宮古保健福祉環境セ
ンター 

027- 
0072 

宮古市五月町1-20 
0193(64)2213 
(内223.224) 

0193(64)7014 
山田町、岩泉町、田
野畑村 

５ 
県北広域振興局 
保健福祉環境部 

◎028- 
8042 

久慈市八日町1-1 
0194(53)4982 

(内213) 
0194(52)3919 

普代村、野田村、洋
野町 

６ 

県北広域振興局 
保健福祉環境部 

二戸保健福祉環境セ
ンター 

028- 
6103 

二戸市石切所字荷渡6-3 
0195(23)9202 
(内227.228) 

0195(23)6432 
軽米町、九戸村、一
戸町 

８ 
宮 古 市 

〃 
◎027- 

8501 
宮古市新川町2-1 

0193(62)2111 
(内3421~3425) 

0193(62)7422 宮古市 

９ 
大 船 渡 市 

〃 
◎022- 

8501 
大船渡市盛町字宇津野沢15 

0192(27)3111 
(内185) 

0192(26)2299 大船渡市 

10 
花 巻 市 

〃 
◎025- 

8601 
花巻市花城町9-30 

0198(24)2111 
(内510.511.519) 

0198(24)7729 花巻市 

11 
北 上 市 

〃 
◎024- 

8501 
北上市芳町1-1 

0197(64)2111 
(内3617~3619) 

0197(64)2202 北上市 

12 
久 慈 市 

〃 
◎028- 

0592 
久慈市川崎町1-1 

0194(52)2111 
(内287.288) 

0194(52)2364 久慈市 

13 
遠 野 市 
遠野健康福祉の里 

◎028- 
0592 

遠野市松崎町白岩字薬研淵4-

1 

0198(62)5111 
(内21.22) 

0198(62)1599 遠野市 

14 
一 関 市 
福 祉 事 務 所 

◎021- 
8501 

一関市竹山町7-2 
0191(21)2111 
(内8353.8354. 

8382.8383) 
0191(21)4150 一関市 

15 
陸 前 高 田 市 

〃 
◎029- 

2292 

陸前高田市高田町字鳴石 42-

5 

0192(54)2111 
(内201) 

0192(55)6118 陸前高田市 

16 
釜 石 市 

〃 
◎026- 

0025 
釜石市大渡町３－15－26 0193(22)0177 0193(22)6375 釜石市 

17 
二 戸 市 

〃 
◎028- 

6198 
二戸市福岡字八幡下11-1 

0195(23)1313 
(内211.212) 

0195(22)1188 二戸市 

18 
八 幡 平 市 

〃 
◎028- 

7397 

八幡平市野駄第 21 地割 170

番地 
0195(74)2111 0195(74)2102 八幡平市 

19 
奥 州 市 

〃 
◎023- 

8501 
奥州市水沢区大手町1-1 

0197(24)2111 

(内228～230) 
0197(51)2373 奥州市 

20 
滝 沢 市 

〃 
◎020- 

0692 
滝沢市中鵜飼55 

019(684)2111 

(内193) 
019(684)2245 滝沢市 

21 
岩手県保健福祉部

地域福祉課 
◎020- 

8570 
盛岡市内丸10-1 019(629)5425 019(629)5429  

※郵便番号に◎があるのは、住所記載を省略できます。(注) 平成26年11月25日現在 

 


